
平成２２年５月１７日

各位

株式会社　みちのく銀行

中小企業金融円滑化法に基づく条件変更等の実施状況について

　みちのく銀行（頭取　杉本 康雄）は、平成２０年１０月に公表した「みちのく銀行の決意」（別

紙１）のとおり、極めて厳しい経済情勢の中で頑張っておられる地元の皆さまを、これまで以上

に総力を挙げて応援していくことが地域金融機関である我々の使命であると考え、全役職員が全

力で行動しております。

　今般、平成２１年１２月４日に施行された「中小企業金融円滑化法」に基づき、条件変更等の

実施状況に関する説明書類を営業店に備置くとともに、ホームページに掲示いたします。

　当行では、引き続き、お客さまからの新規融資のご相談や既存融資の貸出条件の変更等各種ご

相談に対して、迅速かつ丁寧にお応えしてまいります。

記

１． 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律

　　第 7 条第 1 項に規定する説明書類

以上



別紙様式第１号（第７条関係）

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律

第７条第 1 項に規定する説明書類

第１　内閣府令第６条第１項第１号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の実施に関する方針

の概要

第２　内閣府令第６条第１項第２号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の状況を適切に把握

するための体制の概要

第３　内閣府令第６条第１項第３号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適

切に行うための体制の概要

第４　内閣府令第６条第１項第４号に規定する法第４条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に

係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

（記載上の注意）

１　内閣府令第６条第１項第１号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の実施に関する方針の

概要

　内閣府令第６条第１項第１号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の実施に関する方針につ

いて、その概要（当該措置の実施に関する取組の方針及び当該措置に係る体制（役員の関与を含む。）の概

要を含む。）を記載すること。また、当該措置の実施に関する方針と法の施行日前における対応措置に違い

がある場合は、その内容も記載すること。

２　内閣府令第６条第１項第２号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の状況を適切に把握す

るための体制の概要

内閣府令第６条第１項第２号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の状況を適切に把握する

ための体制について、その概要（当該措置の状況を適切に把握するための記録の保存及び当該措置の状況の

役員への報告の概要を含む。）を記載すること。

３　内閣府令第６条第１項第３号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切

に行うための体制の概要

内閣府令第６条第１項第３号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に

行うための体制について、その概要（当該苦情相談を受け付けるための、本店又は主たる事務所における独

立した苦情相談窓口の設置の状況及び従たる営業所又は事務所における体制の状況を含む。）を記載するこ

と。

４　内閣府令第６条第１項第４号に規定する法第４条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係

る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

内閣府令第６条第１項第４号に規定する法第４条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る

中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制について、その概要（同条

第１項の規定に基づく措置に係る中小企業者に対して、経営状況の継続的な把握及び経営に関する相談又は

指導を行う体制を含む。）を記載すること。
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第１　内閣府令第６条第１項第1号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措

置の実施に関する方針の概要

　　【基本方針】

当行は、平成２０年１０月に表明した「みちのく銀行の決意」のもと、お客

さまとのリレ－ションシップを実践した中で、「真の問題解決」に向けた活動に

総力を挙げて、以下の項目に基づき取り組みます。当行は、お客さまに対する、

安定的かつ円滑な資金供給力を強化してまいります。

（１） お客さまからの借入のお申込、借入条件の変更等のお申込に対しては、お

客さまの状況を十分に把握し、形式的・画一的な審査にならないように努

めてまいります。

（２）過去に借入条件の変更等を行ったお客さまに対しては、そのことのみをも

って借入のお申込や借入条件の変更等のお申込を謝絶しないこととし、お

申込に対する審査は常に適切に行ってまいります。

　　（３）借入いただいているお客さまの直面している課題や経営についてのお悩み

等に対しては、解決に向けた経営相談、経営指導及び経営改善に向けた取

り組みの支援を適切に行ってまいります。

　  （４）お客さまの事業を適切に見極めることができるよう、行内研修の充実を図

り行員の目利き能力の向上に努めてまいります。

　　（５）お客さまからの借入のお申込、借入条件の変更等のお申込については、真

摯にお伺いし、お客さまにご納得・ご理解いただけるように、わかり易く、

丁寧に、誠意をもって説明を行うよう努めてまいります。

　　（６）お客さまのお申込におこたえできない場合やお客さまの申込内容と相違す

る条件をお願いする場合は、その理由について、迅速に、わかり易く、丁

寧に、誠意をもって説明を行うよう努めてまいります。

　　

　　【中小企業者のお客さま】

　　（１）中小企業者のお客さまからの借入条件の変更等のご相談・お申込があった

場合は、お客さまの事業の改善、または、再生の可能性等を十分に検討し、

できる限りご要望に沿えるようきめ細かくご相談に応じてまいります。

（２） 中小企業者のお客さまにつきましては、当行に事業再生ＡＤＲ手続の実施

依頼の確認があった場合は、当該関係者と緊密な連携をとり、事業再生Ａ

ＤＲ手続きの実施を依頼し迅速な紛争の解決に協力するよう努めるもの

とします。

（３） 中小企業者のお客さまにつきましては、企業再生支援機構からの債権買取

申込や事業再生計画への同意の求めがあった場合には、当該関係者と緊密

な連携をとり、適切に対応するよう努めてまいります。

　（４）中小企業者のお客さまにつきましては、他の金融機関からお借入がある場

合は、お客さまの同意をいただいたうえで、当該金融機関と緊密に連携し

ながら、できる限りご要望に沿えるよう努めてまいります。また、政府系

金融機関からお借入がある場合や信用保証協会等をご利用の場合、また中

小企業再生支援協議会が関係している場合においても、これらの者と緊密

な連携をとり、できる限りご要望に沿えるよう努めてまいります。
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【住宅資金借入のお客さま】

（１） 住宅ロ－ン等住宅資金借入をご利用されているお客さまからの借入条件

の変更等のご相談・お申込があった場合は、お客さまの財産及び収入の状

況を勘案し、お客さまの将来にわたる無理のないご返済に向けて、きめ細

かく相談に応じてまいります。

（２）住宅ロ－ン等住宅資金借入をご利用されているお客さまが、他の金融機関

からお借入がある場合、または住宅金融支援機構とのお取引がある場合に

は、お客さまの同意をいただいたうえで、当該金融機関と緊密に連携しな

がら、できる限りご要望に沿えるよう努めてまいります。

　【体制整備】

（１） お客さまからの借入のご相談・お申込、借入条件の変更等のご相談・お申

込に係る苦情相談を適切に行うため、営業店には「融資相談窓口責任者」

を配置、また本部には「金融円滑化苦情相談窓口」を設置し、お客さまか

らの苦情相談の対策を実施してまいります。

（２） 銀行全体の金融円滑化管理全般を統括する責任者として、審査部担当役員

を「金融円滑化管理統括責任者」として配置し、「金融円滑化管理統括責

任者」のもと、金融円滑化への対応が適切になされているか、適時その状

況等については、取締役会等に報告します。報告内容に基づき、改善また

は見直しが必要となる事項については、取締役会等の指示により改善する

こととします。

（３） 「金融円滑化管理統括責任者」を議長とする「金融円滑化推進会議」にお

いて、各種モニタリングを通じて金融円滑化管理に必要な情報を集約し、

金融円滑化管理の適切な運営、検証及び必要な改善を協議してまいります。

（４） 取締役会は、金融円滑化への対応が適切になされているか、適時その状況

等についての報告を受け、改善または見直しが必要となる事項については、

改善策の検討を指示します。金融円滑化管理方針につきましても、必要に

応じて適切な見直しを図ってまいります。

（５） お客さまからの借入条件の変更等のお申込があった場合ならびに苦情相

談をお受けした場合には、当該内容の記録・保存を徹底するよう努めてま

いります。

（６） お客さまからの借入条件の変更等のお申込があった場合は、進捗管理を徹

底し、迅速・適切な対応に努めてまいります。

（７） 中小企業金融円滑化法に係る実施状況等については、法令等に基づき適

時・適正に開示します。
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【体制の概要】

（１）責任者の配置

本部内には「金融円滑化管理統括責任者」「金融円滑化管理責任者」、営業店には「金

融円滑化管理責任者」及び「融資相談窓口責任者」を配置しております。

　　　　名　　称 　　担　当　者 役　　割

金融円滑化管理統括責任者 審査部担当役員 金融円滑化管理全般を統括する責任者

金融円滑化管理責任者

（本　部）

審査部長 金融円滑化管理態勢を整備、確立する

ための責任者

金融円滑化管理責任者

（営業店）

部店長 営業店における金融円滑化管理態勢を

整備、確立する責任者

融資相談窓口責任者

　　　　（営業店）

融資課長等 営業店における融資相談窓口の責任者

営業店における苦情相談窓口

　【設置日】平成２１年１２月７日

　　※融資相談窓口責任者については、平成２１年１１月２０日付で配置済。

（２）金融円滑化推進会議の設置

責任者の配置に加え、各種モニタリングを通じた情報共有ならびに組織的な対応協

議を行うことにより、中小企業者ならびに住宅資金借入者に対する金融の円滑化に

適切に対応すべく「金融円滑化推進会議」を設置しております。

　【金融円滑化推進会議の構成】

　　　　名　　称 担　当　者

議　　長 審査部担当役員（金融円滑化管理統括責任者）

　　　　
メンバ－

コンプライアンス統括部担当役員、営業開発部担当役員、

経営企画部担当役員、融資部担当役員、審査部長、融資部長、

コンプライアンス統括部長、営業開発部長、経営企画部長、

支店部長、人事部長

　　　　事務局 審査部与信企画室

　【設置日】平成２１年１２月７日

（３）金融円滑化専用苦情相談窓口の設置

金融円滑化についての中小企業者ならびに住宅資金借入者からの苦情に関し、コンプ

ライアンス統括部お客様相談室内に専用の窓口を設置しております。

　　受付時間　　：月曜日～金曜日の９：００～１７：００

　　　　　　　　　（土曜日、日曜日、祝日、１２月３１日～１月３日を除く）

　　電話番号　　：０１２０－８０－３７０９（フリ－ダイヤル）

【設置日】平成２１年１２月１４日

（４）行内体制の概要図

　　「金融円滑化に向けた取り組みに係る体制の概要」のとおりとなっております。
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第２　内閣府令第６条第１項第２号に規定する法第４条及び第５条の規定

に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

【借入条件の変更等のお申込への対応状況を適切に把握するための体制】

（１） お客さまより、借入条件の変更等についてご相談・お申込を受けた場合は、

内容を記録・保存しております。

（２） 営業店において「融資相談窓口責任者」（融資課長等）は、相談受付状況、申

込受付状況、対応状況を随時確認して進捗状況を管理しております。

（３） 営業店において「金融円滑化管理責任者」（部店長）が責任をもって、お客さ

まのご相談・お申込内容をしっかり検討しております。

（４） 十分な検討の結果、やむを得ず「謝絶」方針に至った場合は、お客さまに「謝

絶」理由をきちんと説明しております。

（５） 「融資相談窓口責任者」は、対応状況等をとりまとめ、定期的に審査部与信

企画室に報告を行っております。

（６） 審査部与信企画室は、営業店からの報告内容をとりまとめ、不適切な対応等

については、随時「金融円滑化管理責任者」（審査部長）、「金融円滑化管理統

括責任者」（審査部担当役員）に報告し、情報を共有して必要な対応を行って

おります。

（７） 定期的にとりまとめた対応状況は、「金融円滑化推進会議」に報告を行ってお

ります。

（８） 「金融円滑化推進会議」において報告内容を検証し、取締役会等に報告を行

っております。

（９） 取締役会は、報告内容を検証し、必要に応じて体制等の見直しを「金融円滑

化推進会議」に指示することにしております。
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第３　内閣府令第６条第１項第３号に規定する法第４条及び第５条の規定

に基づく措置に係る苦情相談を適切に行なうための体制の概要

【借入条件の変更等に係る苦情相談を適切に行うための体制】

（１）営業店に寄せられる苦情相談に対しては、「融資相談窓口責任者」が対応して

おります。

（２）苦情相談の内容については全てを記録し、コンプライアンス統括部に報告し

ております。

（３）本部の専用ダイヤル等に直接寄せられる苦情相談に対しては、コンプライア

ンス統括部お客様相談室が対応しております。

（４）コンプライアンス統括部に集約された苦情相談については、審査部与信企画

室に報告を行っております。

（５）審査部与信企画室は、報告された内容を「金融円滑化管理責任者」（審査部長）、

　　「金融円滑化管理統括責任者」（審査部担当役員）に報告し、情報を共有して必

要な対応を行っております。

（６）審査部与信企画室は、苦情相談についてとりまとめ、「金融円滑化」への対応

　　　状況と併せて「金融円滑化推進会議」に報告を行っております。

（７）「金融円滑化推進会議」において報告内容を検証し、取締役会等に報告を行っ

ております。

（８）取締役会は、報告内容を検証し、必要に応じて体制等の見直しを「金融円滑

化推進会議」に指示することにしております。
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第４　内閣府令第６条第１項第４号に規定する法第４条の規定に基づく措置

をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改

善又は再生のための支援を適切に行なうための体制の概要

【中小企業者の事業についての改善または再生のための支援を適切に行うための体制】

（１） 経営改善に向けた中小企業者のお客さまへの支援については、営業店と審査

部が連携し、経営改善支援活動を展開しております。経営改善支援活動にお

いては、経営課題に対する指導・助言、また、経営改善計画書策定の支援等

お客さまが抱えている真の問題解決に向けたコンサルティング活動を行って

おります。

（２） 経営改善計画書を策定したお客さまについては、定期的な訪問等を通じて、

経営状況をモニタリングし、経営改善に向けた進捗状況の確認、経営の指導

や助言を行い、継続的な支援を実施しております。

（３） 金融機関主導で企業価値の回復を図ることが可能と判断されるお客さまにつ

いては、融資部企業支援室が所管して抜本的な解決策を講じるなどの支援を

実施しております。

　（４）企業再生支援機構、事業再生ＡＤＲ解決事業者、中小企業再生支援協議会など

の外部機関とも連携しながら、適切な再生手法を活用し、中小企業者のお客さ

まの事業再生に向けた支援に取り組んでおります。



平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

4,052 28,966

2,569 20,468

1,612 17,590

うち、信用保証協会が条
件変更対応保証を応諾す
る旨の判断を示した貸付
債権の額

0 0

0 348

うち、信用保証協会が条
件変更対応保証を応諾す
る旨の判断を示した貸付
債権の額

0 0

951 2,367

5 162

1,483 8,497

1,135 6,780

0 74

うち、信用保証協会等が
債務の保証を応諾する旨
の判断を示した貸付債権
の額

0 44

333 1,495

15 147
うち、取下げに係る貸付債権の
額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の
額

うち、信用保証協会等による債務の保
証を受けていた貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保
証を受けていなかった貸付債務の額

うち、実行に係る貸付債権の額

(単位：百万円)

うち、審査中の貸付債権の額

第５　法第４条に基づく措置の実施状況　（別表１から別表４まで）

（別表１）貸付けの条件の変更等の申込を受けた貸付債権の額

〔債務者が中小企業者である場合〕

うち、謝絶に係る貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額



平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

177 889

65 312

41 248

うち、信用保証協会が条
件変更対応保証を応諾す
る旨の判断を示した貸付
債権の数

0 0

0 12

うち、信用保証協会が条
件変更対応保証を応諾す
る旨の判断を示した貸付
債権の数

0 0

22 45

2 7

112 577

84 476

0 8

うち、信用保証協会等が
債務の保証を応諾する旨
の判断を示した貸付債権
の数

0 5

27 82

1 11

(単位：件)

うち、審査中の貸付債権の数

（別表２）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

〔債務者が中小企業者である場合〕

うち、謝絶に係る貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の
数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の
数

うち、信用保証協会等による債務の保
証を受けていた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保
証を受けていなかった貸付債務の数

うち、実行に係る貸付債権の数



平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

230 5,183

92 4,446

0 0

0 48

0 4

138 602

0 84

（別表３）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

信用保証協会等による債権の保証を受け
ていなかった貸付債権に係る債務者のう
ち他の金融機関に対しても法の施行日以
後に貸付けの条件の変更等の申込みが
行われたことを確認することができた者か
ら、貸付けの条件の変更等の申込みを受
けた貸付債権の額

〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、信用保証協会が条件変
更対応保証を応諾する旨の
判断を示した貸付債権の額

(単位：百万円)

うち、他の金融機関により法
の施行日以後になされた貸付
けの条件の変更等の実行を
認識していた場合の貸付債権
の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額



平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

12 97

9 75

0 0

0 3

0 1

3 18

0 1

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

（別表４）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

信用保証協会等による債権の保証を受け
ていなかった貸付債権に係る債務者のう
ち他の金融機関に対しても法の施行日以
後に貸付けの条件の変更の申込みが行
われたことを確認することができた者か
ら、貸付けの条件の変更等の申込を受け
た貸付債権の数

〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、信用保証協会が条件変
更対応保証を応諾する旨の
判断を示した貸付債権の数

(単位：件)

うち、他の金融機関により法
の施行日以後になされた貸付
けの条件の変更等の実行を
認識していた場合の貸付債権
の数



平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

273 1,919

80 1,081

0 12

192 760

0 64

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

30 170

9 103

0 2

21 59

0 6

うち、実行に係る貸付債権の額

(単位：百万円)

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

（別表６）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

第６　第５条に基づく措置の実施状況　（別表５及び別表６）

(単位：件)

（別表５）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受け
た貸付債権の額

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

貸付けの条件の変更等の申込みを受け
た貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数



金融円滑化に向けた取り組みに係る体制の概要

報　告
連　携
支　援
指　導

　

本　　部

お
　
　
客
　
　
さ
　
　
ま

営　業　店

融資相談窓口責任者
（発令者）

コンプライアンス統括部
お客様相談室

審　査　部

金融円滑化管理責任者
（審査部長）

金融円滑化推進会議

議長：金融円滑化管理統括責任者
（審査部担当役員）

ローン管理室

融　資　部

企業支援室

金融円滑化管理統括責任者
（審査部担当役員）

与信企画室

取締役会等

監査部
（内部監査報告）

真摯かつ適切な対応

関　連　部

審査部　融資部
経営企画部　人事部
支店部　営業開発部
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括部

真摯かつ適切な対応

報　告
指　示

外 部 機 関

連携

ご相談受付
苦情受付

報　告
指　示

金融円滑化管理責任者
（部店長）

当　　行

報　告
指　示

報　告
指　示

専用ダイヤルによる苦情相談受付






